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　　　　　　　　　　　　会 議 録　　　　　　　　　　公開用 

 
会 議 の 名 称 令和８年２月定例教育委員会会議

 

開 催 日 時
令和８年２月１２日（木） 

開会　午後２時００分　　閉会　午後３時０１分

 開 催 場 所 本庁舎４階　委員会会議室

 
議長（委員長・ 

会長）の職氏名
教育長　鎌田　亨

 

出席者及び欠席

者の職氏名及び

人数

【出席委員】 

教育長　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　　亨 

教育長職務代理者　　　　　　　　　　　　　小林　　学 

委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　新司

委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　早苗 

委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　朋子 

【執行部出席者】 

学校教育部長　　　　　　　　　　　　　　　篠原　直樹 

学校教育部学務指導担当部長　　　　　　　　佐山　宏樹 

社会教育部長　　　　　　　　　　　　　　　樋口　　智 

学校教育部次長兼教育施設課長　　　　　　　内藤　晋吾 

学校教育部参事兼市民文化会館長　　　　　　野口　美明 

学校教育部学務指導担当次長兼指導課長　　　鶴見　和弘 

社会教育部次長兼社会教育課長　　　　　　　関根　栄治 

社会教育部参事兼中央公民館長　　　　      矢野  仁史 

教育総務課長　　　　　　　　　　　　　　　石川　貴英 

学務課長　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　　誠 

教職員担当課長　　　　　　　　　　　　　　瀨尾　尚丈 

学校給食課長　　　　　　　　　　　　　　　柴山　伸之 

生涯学習推進担当課長兼視聴覚センター所長　大塚　俊和 

文化財課長兼郷土資料館長                  實松  幸男 

スポーツ推進課長　　　　　　　　　　　　　井崎　圭介 

スポーツ施設担当課長                      福嶋　伸五 

中央公民館事業担当課長　　　　　　　　　　角田　尚之 

【執行部欠席者】 

教育相談センター所長                　　  秋山　法之

 
事務局職員 

の職氏名
学校教育部教育総務課総務担当　林、伊藤
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会議事項、議題

 

議案第 １ 号 

春日部市立小・中・義務教育学校規模適正化に関する基本

方針について 

 

議案第 ２ 号 

春日部市特別職の給与に関する条例及び春日部市教育委員

会教育長の給与等に関する条例の一部改正について 

 

議案第 ３ 号 

春日部市学校温水プール建設工事請負契約の締結について 

 

議案第 ４ 号 

大沼公園広域受援拠点施設整備工事請負契約の議決内容の

一部変更について 

 

議案第 ５ 号 

令和７年度春日部市一般会計（教育費）補正予算について 

 

議案第 ６ 号 

令和８年度春日部市一般会計（教育費）予算について 

 

報告第１２号 

教育活動に係る公費・私費負担区分等ガイドラインについ

て 

 

報告第１３号 

春日部市立中学校拠点校部活動モデルブロック実施要項

（案）について 

 

報告第１４号 

令和７年度春日部市一般会計（教育費）補正予算の要求に

係る専決処理について 
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鎌田教育長 

 

 

 

鎌田教育長 

 

 

 

 

委員 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

鎌田教育長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまから２月定例教育委員会を開会いたします。 

はじめに、本日の会議録署名委員を指名します。 

小林委員、お願いします。 

 

１月定例会の会議録（案）については、事務局より各委員に事前に配

付しています。質疑等があれば、お聞かせ願います。 

 

　事前に配布した会議録（案）のとおりでよろしいですね。 

 

 「結構です」の声あり 

 

前回会議録は、事前に配布した会議録のとおり承認されました。 

事務局は、会議終了後、前回署名委員の署名を頂いてください。 

 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、議案第１号「春日部市立小・中・義務教育学校規模適正化

に関する基本方針について」を議題とし、説明を求めます。 

 

はい。 

 

石川課長、お願いします。 

 

議案第１号「春日部市立小・中・義務教育学校規模適正化に関する基

本方針」につきまして、提案理由及びその内容について、説明申し上げ

ます。 

議案書の１ページを御覧ください。 

提案理由でございますが、春日部市立小・中・義務教育学校規模適正

化に関する基本方針を改定したく提案するものでございます。 

続いて、別冊、赤インデックス「議案第１号」を御覧ください。 

主な改定内容でございますが、平成２５年９月に策定しました、「春

日部市小中一貫教育及び学校再編に関する基本方針」から１０年以上が

経過しているため、６ページのように児童生徒数や学級数などのデータ

を時点修正するとともに、昨今の社会情勢や市の現況に即した基本方針

とするため、見直しを行ったものでございます。 

なお、本基本方針案につきましては、改定にあたり、令和７年７月に

小学校、中学校及び義務教育学校学区審議会に諮問を行うとともに、１

０月１日から３１日までの１か月間、市民意見提出手続を実施いたしま
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鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

 

委員 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

した。 

また、１１月の定例教育委員会において、審議会や市民意見提出手続

でいただいた御意見を報告するとともに、教育委員の皆さまにも協議い

ただいたところです。 

これらを踏まえまして、令和７年１２月に学区審議会から、本方針に

ついての答申をいただいたところですが、原案に対する大きな変更等は

ございませんでした。 

以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

質疑等はございますか。 

 

ないようですので、これより採決をいたします。 

 

議案第１号「春日部市立小・中・義務教育学校規模適正化に関する基

本方針について」、原案どおり決するに、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

[　賛成者挙手　] 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第１号は、原案どおり可決と決しました。 

 

次に、議案第２号「春日部市特別職の給与に関する条例及び春日部市

教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について」を議題と

しますが、議案第２号から議案第６号については、３月市議会定例会に

上程する議案に関する事項であるため、会議を非公開にしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

[　「異議ありません」と言う人あり　] 

 

異議なしと認め、春日部市教育委員会会議規則第１８条の規定に従

い、これより会議を非公開とします。 

 

それでは、議案第２号「春日部市特別職の給与に関する条例及び春日

部市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について」、説

明を求めます。 

 

はい。 

 

石川課長、お願いします。 
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 鎌田教育長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

 

委員 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

 

議案第２号「春日部市特別職の給与に関する条例及び春日部市教育委

員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について」、提案理由及び

その主な内容について説明申し上げます。 

議案書の２ページを御覧ください。 

提案理由でございますが、教育長の給料の規定等を改正したく提案す

るものでございます。 

次に、条例の主な内容について、説明申し上げます。 

別冊資料、赤インデックス「議案第２号」を御覧ください。 

本条例は、市長部局の条例と一括で改正するものでございまして、教

育委員会で審議を要するのは、第２条「春日部市教育委員会教育長の給

与等に関する条例」でございます。 

第２条の規定中、第３条について、春日部市特別職報酬等審議会の答

申に基づき、教育長の給料の額を７６万３千円から７７万８千円へ１万

５千円の引上げを行うものでございます。 

同じく、第５条第２項については、一般職の賞与の改定に準じ、教育

長の期末手当を１００分の２３０から１００分の２３２.５へ引き上げ

るものでございます。 

附則につきまして、第３条の給料の改正は、令和８年４月１日から施

行とし、第５条第２項の賞与の改正は、令和７年６月１日から適用とし

ております。 

以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

質疑等はございますか。 

 

ないようですので、これより採決をいたします。 

 

議案第２号「春日部市特別職の給与に関する条例及び春日部市教育委

員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について」、原案どおり決

するに、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

[　賛成者挙手　] 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２号は、原案どおり可決と決しました。 

 

次に、議案第３号「春日部市学校温水プール建設工事請負契約の締結

について」、説明を求めます。 
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教育施設課長 

 

鎌田教育長 

 

教育施設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌田教育長 

 

岡田委員 

 

教育施設課長 

 

学校教育部長 

 

 

 

岡田委員 

 

 

 

はい。 

 

内藤課長、お願いします。 

 

議案第３号「春日部市学校温水プール建設工事請負契約の締結につい

て」、提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。 

議案書の３ページを御覧ください。 

提案理由でございますが、春日部市学校温水プール建設工事の請負契

約を締結したく、提案するものでございます。 

次に契約の主な内容について、説明申し上げます。 

赤インデックス「議案第３号」を御覧ください。 

契約の方法は、地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき

まして、制限付一般競争入札を執行したところでございます。 

契約金額は、消費税及び地方消費税の額を含め、１７億５千５百６０

万円、契約の相手方は、三ツ和・正和特定建設工事共同企業体、代表者　

三ツ和総合建設業協同組合　埼玉東部営業所　所長　小林　功人でご

ざいます。 

工期につきましては、契約の日から令和９年８月３１日まででござい

ます。 

工事内容につきましては、こども達の水泳授業の改善を図るため、市

内各校で共同利用できる、通年で利用可能な学校教育を優先した温水プ

ールの建設を行うものでございます。 

以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

質疑等はございますか。 

 

契約日はいつになるのでしょうか。 

 

議決後に本契約を締結する運びです。 

 

補足しますと、２月６日には執行部にて仮契約を締結している状況で

して、その後、議会で審議いただき、通常、議決後およそ１週間後に本

契約を締結している状況でございます。 

 

分かりました。 

また、近年、物価高騰や賃金上昇による変更契約が頻発していますが、

今回は大丈夫なんでしょうか。 

 

岡田委員がおっしゃるとおり、物価高騰等の影響は大きいものと捉え
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学校教育部長 

 

 

 

岡田委員 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

委員 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

 

スポーツ施設

担当課長 

鎌田教育長 

 

スポーツ施設

担当課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ております。なお、以前は工事の請負契約の中で予見できる経費を見込

んでということもございましたが、近年は物価が１％超上昇した場合に

は、受注者からの求めに応じなければなりませんので、変更契約となる

可能性はあり得るものと捉えております。 

 

分かりました。 

 

他にありませんか。 

 

ないようですので、これより採決をいたします。 

 

議案第３号「春日部市学校温水プール建設工事請負契約の締結につい

て」、原案どおり決するに、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

[　賛成者挙手　] 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第３号は、原案どおり可決と決しました。 

 

次に、議案第４号「大沼公園広域受援拠点施設整備工事請負契約の議

決内容の一部変更について」、説明を求めます。 

 

はい。 

 

福嶋課長、お願いします。 

 

議案書４ページ、議案第４号「大沼公園広域受援拠点施設整備工事請

負契約の議決内容の一部変更について」、提案理由及びその主な内容に

つきまして、説明申し上げます。 

赤インデックスの「議案第４号」を御覧ください。 

はじめに、提案理由でございますが、令和７年３月１９日付け議案第

４７号及び令和７年６月１７日付け議案第６６号及び令和７年９月５

日付け議案第１１２号をもって議決された、大沼公園広域受援拠点施設

整備工事請負契約の議決内容の一部を変更したく、提案するものでござ

います。 

次に、主な内容でございますが、１　工期について、「契約の日から

令和８年３月２７日」とあるものを「契約の日から令和８年９月３０日」

に変更するものでございます。 

変更の理由につきましては、令和７年９月５日付け議案第１１２号で
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鎌田教育長 

 

岡田委員 

 

 

 

スポーツ施設

担当課長 

 

 

 

鎌田教育長 

 

スポーツ施設

担当課長 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

 

委員 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

 

学校教育部次長 

 

議決をいただいた「地盤改良工事」の追加に伴い、工事工程について見

直しなどを行った結果、当初の計画工程での完成が困難となったことか

ら工期を延長するものでございます。 

なお、契約金額につきましては、変更はございません。 

説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

質疑等はございますか。 

 

工期の変更自体は理解できるのですが、施設使用希望者から変更前の

工期末後の使用申請はされていませんでしょうか。また、使用希望者に

対しての説明は果たされているのでしょうか。 

 

工事中の施設の使用について、令和７年度だけでなく、工期が伸びる

ことを見越し、令和８年度も申請できないように対応しています。これ

と併せ、再開の時期が決まったら改めて周知する旨を関係団体に説明し

ており、了承を得ております。 

 

市公式ホームページにおいても周知していますか。 

 

市公式ホームページには掲載しておりません。 

 

他にありませんか。 

 

ないようですので、これより採決をいたします。 

 

議案第４号「大沼公園広域受援拠点施設整備工事請負契約の議決内容

の一部変更について」、原案どおり決するに、賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 

[　賛成者挙手　] 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第４号は、原案どおり可決と決しました。 

 

次に、議案第５号「令和７年度春日部市一般会計（教育費）補正予算

について」、説明を求めます。 

 

はい。 
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 鎌田教育長 

 

学校教育部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内藤次長、お願いします。 

 

議案第５号「令和７年度春日部市一般会計（教育費）補正予算につい

て」、提案理由及びその主な内容について説明いたします。 

議案書５ページを御覧ください。 

提案理由でございますが、３月定例市議会に提案する令和７年度春日

部市一般会計補正予算に教育費補正予算を要求したく提案するもので

す。 

次に、補正予算の内容につきましては、本日机上に配付しました、赤

インデックス「議案第５号」の資料に基づいて説明いたします。 

それでは、補正予算書１ページを御覧ください。 

第１表、歳入歳出予算補正、こちらは総括表です。歳入につきまして

は、市長部局の分と合算して表示しており、教育委員会の補正額はこの

一部となります。詳細は後ほど説明いたします。 

次に、３ページを御覧ください。 

歳出ですが、１０款、教育費、補正前の額、１３１億６，６４５万１

千円から、２０億９９万３千円を増額し、補正後の額を１５１億６，７

４４万４千円とするものです。 

次に、４ページを御覧ください。第２表、継続費補正、こちらは中学

校等施設長寿命化推進事業、公民館設備改修事業の２件について、変更

するものです。 

次に、５ページを御覧ください。第３表、繰越明許費補正、こちらは

市民文化会館運営事業ほか２件について、追加するものです。 

次に、６ページを御覧ください。第４表、債務負担行為補正、こちら

は春日部市学校給食調理業務委託（小学校Ａ～Ｄブロック）（令和７年

度分）ほか２件について、変更するものです。 

次に、７ページを御覧ください。第５表、地方債補正、こちらは中学

校体育館耐震対策事業、中学校等施設長寿命化推進事業、中学校校舎ト

イレ改修事業の３件について追加するとともに、小学校避難所環境整備

事業、正風館改修事業の限度額を変更するものです。 

次に、歳入の概要について、事業費確定に伴う減額補正などの説明は

割愛し、主な内容について説明いたします。 

８ページを御覧ください。上から３段目、１４款　国庫支出金、中学

校費補助金の学校施設環境改善交付金、３億９８９万５千円の増につき

ましては、国の補正予算により、中学校体育館外壁等耐震工事等を実施

するため、補正するものです。 

９ページを御覧ください。上から３段目、２０款　諸収入、教育費雑

入の資源物払い下げ料、８５万８千円の増につきましては、今年度入れ

替えを行った中学校の学習者用端末を、多額な経費をかけて処分するの
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鎌田教育長 

 

岡田委員 

 

 

 

 

学校教育部次長 

 

 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

委員 

 

鎌田教育長 

ではなく、適切な処理を含めた売り払いを行うことに伴い、補正するも

のです。 

同ページ、下から３段目を御覧ください。２１款 市債、中学校債の

中学校体育館耐震対策事業債、３億４，２２０万円の増、その下、中学

校等施設長寿命化推進事業債、９億９，６７０万円の増、その下、中学

校校舎トイレ改修事業債、１１億３，３６０万円の増、につきましては、

国の補正予算に対応するため、補正するものです。 

次に、歳出の事業別概要について説明いたします。大部分が事業費確

定に伴う減額補正や財源振替、パートタイム会計年度任用職員の報酬及

び職員手当等の改定に伴うものなどですので、それらの説明は割愛いた

します。 

１３ページ、下から３段目を御覧ください。中学校体育館耐震対策事

業、３億５，９８４万２千円の増、その下、中学校等施設長寿命化推進

事業、１１億８，６６１万６千円の増、その下、中学校校舎トイレ改修

事業、１２億２，２１３万８千円の増につきましては、国の補正予算に

伴い、補正するものでございます。 

以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

質疑等はございますか。 

 

確認ですが、資料３ページ、中学校費が２６億２千万円ほど補正され

ていますが、これは先ほど説明のあった中学校体育館耐震対策事業、中

学校等施設長寿命化推進事業、中学校校舎トイレ改修事業を含むのでし

ょうか。これとは別でしょうか。 

 

岡田委員のおっしゃるとおり、２６億２千万円の補正には、中学校体

育館耐震対策事業、中学校等施設長寿命化推進事業、中学校校舎トイレ

改修事業を合計したものが、この額となります。 

 

他にありませんか。 

 

ないようですので、これより採決をいたします。 

 

議案第５号「令和７年度春日部市一般会計（教育費）補正予算につい

て」、原案どおり決するに、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

[　賛成者挙手　] 

 

挙手全員であります。 
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鎌田教育長 

 

 

学校教育部次長 

 

鎌田教育長 

 

学校教育部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって、議案第５号は、原案どおり可決と決しました。 

 

次に、議案第６号「令和８年度春日部市一般会計（教育費）予算につ

いて」、説明を求めます。 

 

はい。 

 

内藤次長、お願いします。 

 

議案第６号「令和８年度春日部市一般会計（教育費）予算について」、

提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。 

議案書６ページを御覧ください。 

提案理由でございますが、３月定例市議会に提案する、令和８年度春

日部市一般会計予算に教育費予算を要求したく、提案するものでござい

ます。 

次に、令和８年度当初予算の主な内容について、説明申し上げます。

赤インデックス「議案第６号」の資料を御覧ください。 

第１表、歳入歳出予算、こちらは総括表です。歳入は、市長部局の分

と合算されておりまして、教育委員会の歳入はこの一部となります。 

次に、４ページを御覧ください。令和８年度教育費予算総額は、１０

５億１，８１１万円です。資料にはありませんが、前年度比率にして、

１６．２％の減です。また、一般会計における教育費の割合は、１１．

３％です。 

次に、歳出の事業別概要について、学校教育部、社会教育部それぞれ

から説明させていただきます。 

本日、机上に、主な歳出についてまとめた参考資料を配布いたしまし

た。こちらは、予算書の内容をまとめたものですので、併せて御参照く

ださい。 

はじめに、学校教育部分について、前年度対比で大きく増減のあった

項目など、主な内容について説明いたします。 

１４ページを御覧ください。下から２段目、学校政策企画事務、１６

２万１千円の減は、学校規模適正化に関し、児童生徒数の将来推計のた

めの業務委託完了に伴う減額と、令和８年度から中学校等の水泳授業の

実技を実施しない方針としたことに伴い、水泳部に在籍する生徒の練習

場所を確保する必要があったため、民間プール施設使用料の増額を相殺

した結果、減額となったものです。 

次に、その下、市民文化会館運営事業、１，７９３万２千円の減は、

市民文化会館舞台業務及び施設設備管理委託料等の契約額が確定した

ことに伴い、委託料を減額したことによるものです。 
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１５ページ、２段目、学校教育支援事業、４３９万３千円の減は、特

別支援学級助手３名、校内教育支援ルーム、通称、おあしすルームの支

援員３名、水泳指導委託校４校の増加などによる増額分と、市費事務８

名、校務支援システム導入初期費用の減少などによる減額分を相殺した

結果、減額となったものです。 

１８ページ、最上段、小学校情報教育推進事業、６億４５５万円の増

は、令和８年度の学習者用端末の更新に伴い、増額したことによるもの

です。 

同ページ、下から３段目、小学校要保護準要保護就学援助事業、６，

８６５万３千円の減は、学校給食費の抜本的な負担軽減、いわゆる給食

無償化に伴い、準要保護者の学校給食費を減額したことによるもので

す。 

１９ページ、下から２段目、小学校施設長寿命化推進事業、１億３，

６９７万１千円の皆増は、豊春小学校長寿命化改修工事設計業務委託を

計上したことによるものです。 

その下、小学校プール整備事業、１５億７，４３５万３千円の皆増は、

屋内温水プール建設及び内牧小学校・緑小学校のプール解体に伴う工事

請負費等を計上したことによるものです。 

２０ページ、最上段、中学校運営事業、１，７６２万６千円の増は、

葛飾中学校リノベーション工事に伴う消耗品費、備品購入費等の計上に

よるものです。 

その２段下、中学校情報教育推進事業、３億５，２１６万円の減は、

令和７年度に学習者用端末の更新終了に伴い、減額したことによるもの

です。 

２１ページ、下から２段目、中学校等校舎トイレ改修事業、６６４万

７千円の減は、校舎トイレ改修に向けた設計委託の学校数の減少による

ものです。 

その下、小学校給食運営事業、１億６，５４０万４千円の増は、春日

部地域の小学校の予算で、令和７年度当初予算は学校給食費２か月無償

分などを補正予算で別に計上していたため、９か月分の賄材料費でした

が、令和８年度は年間分となったため増額となったものです。 

２２ページ、最上段、中学校給食運営事業、５，４７３万１千円の減

は、春日部地域の中学校の予算で、中学校の学校給食費６か月無償分な

どを、先の１月臨時会において別に計上したため、令和８年度は５か月

分の賄材料費となり、減額となったものです。 

次の段、給食センター運営事業、４，９４２万円の増は、庄和地域の

小・中学校の給食提供に係る予算で、ただいまの春日部地域の小・中学

校と同様に計上し、小学校は増額、中学校は減額となり、相殺した結果、

約５千万増額となったものです。 
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社会教育部次長 

 

鎌田教育長 

 

社会教育部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の段、学校給食費管理事務、２，２３６万８千円の減は、小学生の

学校給食費のいわゆる無償により、第３子への多子世帯助成のほとんど

が必要なくなり減額したことによるものです。 

以上、学校教育部所管分です。 

 

はい。 

 

関根次長、お願いします。 

 

続きまして、社会教育部所管分の主な内容につきまして、同じく、前

年度対比で大きく増減のありました主な事業について、お手元の事業別

概要書と資料をもとに説明申し上げます。 

歳出でございますが、２３ページの上から１段目を御覧ください。 

社会教育総務事務の６０万３千円の増は、こどもかけこみ１１０番プ

レート作成費用等の増額によるものでございます。 

同ページ、最下段、芸術文化振興事業の５８万９千円の増は、市展開

催に伴う会場借上料のほか、目録作成にかかる印刷製本費等の増額によ

るものでございます。 

次に、２４ページ、上から１段目、公民館運営事業の１，７２３万２

千円の増は、各館全１０箇所の施設修繕料、施設・整備管理委託料及び

各館の印刷機と複合機のリース契約に伴う物品等借上料の増額による

ものでございます。 

その次の段、図書館運営事業の６６０万９千円の減は、中央図書館照

明のＬＥＤ化による電気料の減や中央図書館・武里図書館・庄和図書館

の指定管理者によるホームページ改修など初期投資の完了に伴う事業

運営委託料の減などによるものでございます。 

最下段、視聴覚センター運営事業の４９１万６千円の減は、春日部市

教育センター再整備基本計画に基づき、令和８年９月に視聴覚センター

の事業休止を予定していることから、パソコンや貸出管理システム等の

借上期間や機器構成の見直しにより減額となるものでございます。 

次に２６ページの上から１段目、史跡神明貝塚保存活用事業では３，

０２８万７千円の減となります。史跡の適切な保存と活用のため、１名

３筆、総面積１，３９５㎡の土地を購入するほか、防草シートや仮囲い

の設置、整備基本計画の策定を行います。令和７年度現在、史跡の９３％

の土地を購入済であり、公有地化の進展に伴い、経費が減額となるもの

でございます。 

その一段下、教育センター管理事務の４，４９４万９千円の減は、教

育センター再整備実施設計業務が令和７年度で完了すること（３，７４

８万４千円減）により減額となるものでございます。 
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鎌田教育長 

 

岡田委員 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

岡田委員 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

なお、今後の改修工事につきましては、（仮称）かすかべひがし交流

センター整備事業として、市長部局が実施してまいります。 

次に、最下段、スポーツ協会補助金、５０万円の減は、スポーツ協会

創立７０周年記念事業が終了したこと伴い減額となるものでございま

す。 

２７ページの上から４段目、大凧マラソン大会実施事業、８０万円の

増は、マラソン大会の定員の増及び労務単価上昇の影響による運営費増

額に伴う事業費補助金が増額となるものでございます。 

最後に、２８ページの体育施設運営事業、１２億９，８０２万円の減

は、大沼公園広域受援拠点施設整備に伴う工事請負費の減額によるもの

でございます。 

以上が、令和８年度一般会計予算の教育費のうち、社会教育部所管分

にかかる主な内容についての説明でございます。 

よろしく、御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

質疑等はございますか。 

 

資料１８ページの小学校情報教育推進事業が６億円ほど増となって

いますが、学習者用端末は何年契約なんでしょうか。 

 

本市において、学習者用端末については、リースではなく買い取りで

対応しております。令和７年度は中学校分を更新いたしまして、令和８

年度は小学校分を更新する予定でございます。 

 

分かりました。およそ６億円となると、かなり大きな額の増となりま

すので、もう少し計画的に予算要求を進めることはできないのでしょう

か。 

 

本市では、総額ベースで検討した場合、リースよりも買い取りの方が

経済的な負担が少なくなるめ、令和７年度は中学校分を更新し、令和８

年度は一括で小学校分を更新することとしたものでございます。 

 

他にありませんか。 

 

ないようですので、これより採決をいたします。 

 

議案第６号「令和８年度春日部市一般会計（教育費）予算について」、

原案どおり決するに、賛成の委員の挙手を求めます。 
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 委員 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

指導課長 

 

鎌田教育長 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[　賛成者挙手　] 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第６号は、原案どおり可決と決しました。 

 

会議の非公開を解き、これより、会議を公開とします。 

 

以上で、議案の審議を終了し、報告事項に移ります。 

 

報告第１２号「教育活動に係る公費・私費負担区分等ガイドラインに

ついて」、説明を求めます。 

 

はい。 

 

鶴見課長、お願いします。 

 

報告第１２号「教育活動に係る公費・私費負担区分等ガイドラインに

ついて」、報告申し上げます。 

議案書７ページを御覧ください。 

本案件は、教育活動に係る公費・私費負担区分等ガイドラインについ

て策定しましたで、別冊のとおり報告するものでございます。 

別冊１ページを御覧ください。 

項番１　ガイドラインの趣旨ですが、学校における教育活動費は、教

育指導上必要な経費（公費）と受益者負担の考えに基づく学校徴収金な

どの経費（私費）に分かれます。そこで、これら公費・私費の負担区分

や管理・取扱等に関する基準を明確にするため、本ガイドラインを策定

するものです。 

項番２　基本的な考え方ですが、（１）公費と私費の負担区分の明確

化にありますように、公費で負担すべきものは、学校教育を支えるため

に自治体が負担する経費であり、学校施設の維持管理や教育活動の実施

に不可欠な設備・物品等に要する経費、例えば、学校施設の修繕費、教

科用図書の購入費等のことを指します。 

私費で負担すべきものとは、児童生徒個人の学習や学校生活におい

て、個人の所有となる物品や、個人に帰属する学校行事等の費用を保護

者が負担する経費、例えば、ワークブック等の副教材の購入費、校外学

習・宿泊学習等に係る経費のことを指します。 

この他、（２）では私費の管理について、２ページ（３）では適正な

事務処理について、項番３　関係団体からの支援（１）では寄附等の受

け入れについて、（２）寄附を受ける注意点についてを記載しておりま
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鎌田教育長 

 

 

指導課長 

 

鎌田教育長 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

また、参考例として一覧を作成しております。 

なお、本日の報告は作成中のガイドラインとなりますので、今後、精

選して３月の定例教育委員会で改めて報告させていただきます。 

以上でございます。 

 

質疑等はございますか。 

補足でございますが、こちらは過去に市議会において一般質問があっ

たことに伴い、整理を進めているものでございます。 

例えば、給食費、教材費のように、明らかに個人に帰属するものは問

題ないのですが、学校によっては、ＰＴＡ会費で購入した寄贈品が、公

費で賄うべき備品に該当するのではないかといった事案がございまし

た。 

本市教育委員会としては、より良い教育環境の充実のため、公費負担

で行う標準的な水準を上回る経費について、寄附を受けることができる

といたしました。 

つまり、こども達の教育環境の充実を図れるものであり、学校とＰＴ

Ａ等がしっかりと協議を行った上であれば、一般的に公費で賄うべきと

捉えられるような備品であったとしても、寄附を受け入れることは差し

支えないものとし、その場合は遺漏なく手続を踏むことを明確にしたも

のでございます。 

 

次に、報告第１３号「春日部市立中学校拠点校部活動モデルブロック

実施要項（案）について」、説明を求めます。 

 

はい。 

 

鶴見課長、お願いします。 

 

報告第１３号「春日部市立中学校拠点校部活動モデルブロック実施要

項（案）について」、報告申し上げます。 

議案書８ページを御覧ください。 

本案件は、春日部市立中学校拠点校部活動モデルブロック実施要項

（案）について策定しましたで、別冊のとおり報告するものです。 

別冊を御覧ください。はじめに、議案書８ページでは、標題がモデル

ブロック実施要項となっておりますが、モデル事業実施要項と修正させ

ていただきます。誠に申し訳ございません。 

項番１　目的ですが、生徒数の減少による学校の小規模化、指導者不

足等におり維持が困難になり、廃部や休部をせざるを得ない状況がある
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ため、生徒の活動機会を確保する対応策の１つとして近隣校をグループ

化し、当該校の生徒が、放課後等に他校で活動できるようにするもので

す。 

項番２　事業主体及び実施主体ですが、事業主体は教育委員会、実施

主体は武里、大沼、春日部南中学校の３校となります。 

項番３　実施期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

の１年間とし、今後、事業を拡大するかどうかの検討を行います。 

項番４　参加条件は、在籍校に希望する部活動がない、または募集停

止が決定している場合において参加が可能となります。 

なお、項番５　備考にもありますように、その他必要な様式及び事項

等は別に定め、実施してまいります。 

以上でございます。 

 

質疑等はございますか。 

補足でございますが、本取組については、項番１の目的に書かれてい

ることが全てでございます。 

今回の対象校３校は比較的近距離に位置しており、連携が図りやすい

ものと考えられたため、１年間モデル事業として実施し、その後、市内

全体に拡充するか否かを検討していきたいと考えております。 

 

次に、報告第１４号「令和７年度春日部市一般会計（教育費）補正予

算の要求に係る専決処理について」、説明を求めます。 

 

はい。 

 

内藤次長、お願いします。 

 

報告第１４号「令和７年度春日部市一般会計（教育費）補正予算の要

求に係る専決処理について」、報告申し上げます。 

議案書９ページを御覧ください。 

春日部市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定によ

り、令和７年度春日部市一般会計（教育費）補正予算の要求について、

別冊のとおり専決処理したので、同規則第４条第２号の規定により報告

するものでございます。 

議案書１０ページを御覧ください。 

第１表、歳入歳出予算補正、こちらは総括表です。歳入について、教

育委員会所管分はございません。歳出につきましては、１０款、教育費、

補正前の額、１２９億４，４３０万３千円に２億２，２１４万８千円を

増額し、補正後の額を１３１億６，６４５万１千円とするものでござい
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ます。 

次に、１１ページを御覧ください。第２表、繰越明許費補正、こちら

は小学校給食運営事業ほか３件について、追加するものです。 

次に、１２ページを御覧ください。歳出の事業別概要について説明い

たします。 

小学校給食運営事業、１，６３２万２千円の増、中学校給食運営事業、

１億５，６２７万６千円の増、給食センター運営事業、３，８５２万５

千円の増、学校給食費管理事務、１，１０２万５千円の増については、

それぞれ国の臨時交付金を活用し、物価高騰に伴う子育て世帯への経済

的支援を行うため、補正するものでございます。 

報告は以上でございます。 

 

質疑等はございますか。 

 

以上で、報告を終了します。 

 

次回教育委員会の日程をお願いします。 

 

次回は、３月定例教育委員会となります。 

３月２６日、木曜日、午後１時３０分から、本会場、本庁舎４階、委

員会会議室での開催を予定しております。 

以上でございます。 

 

以上で、２月定例教育委員会を閉会いたします。 

 会　議　結　果

 議案第１号　承認、議案第２号　承認、議案第３号　承認、議案第４号　承認、 

議案第５号　承認、議案第６号　承認


